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「チャレンジふくしまフォーラム in 愛知」開催業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の目的 

  開催エリアでの発信力・影響力が強いビジネスパーソン等を対象に、本県の現状 

や復興が進んだ姿、産業の振興にチャレンジする姿、食と観光の魅力を発信すると 

ともに、本県を応援する人の輪を広げるため、知事が「ふくしまの今と魅力」を直 

接伝えるフォーラムを開催し、新しい「ふくしま」（プラスイメージの「ふくし 

ま」）を構築しながら、風評払拭及び風化防止を図る。 

なお、開催時期、開催エリアに即したテーマを設定し実施することで、効果の高

い情報発信とする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名 

   「チャレンジふくしまフォーラム in 愛知」開催業務 

（２）選定方式 

   提案課題に対する企画提案書の書類審査を行い、最も優れた企画提案者（単独   

随意契約の予定者）を選定する。 

＜提案課題＞ 

   ア 本業務の実施に係る企画力について 

イ 本業務を円滑かつ効果的に遂行する体制・能力について 

（３）業務内容 

   別紙：仕様書（案）（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）委託業務期間 

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

（５）委託料の上限額 

   １７，２１０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

 

３ 実施スケジュール 

項目 日程 

質問書の提出期限 令和８年 ３月 ３日（火）午後３時 

質問書への回答 令和８年 ３月 ５日（木）まで 

参加申込書提出期限 令和８年 ３月１０日（火）午後３時 

参加資格の確認通知 令和８年 ３月１１日（水）まで 

企画提案書等提出期限 令和８年 ３月１８日（水）午後３時 

審査の結果通知 令和８年 ３月２７日（金）予定 

本見積書の提出 令和８年４月上旬 予定 

契約締結 令和８年４月中旬 予定 
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４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とす 

る 。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4 の規定に該当しな 

いこと。 

（２） 実施要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県及び国の機関

等における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者で

ないこと。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て 

をした者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の

規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 

条第 1 項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号） 

第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほ

か、次に掲げる者でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合 

にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者 

をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与 

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは 

関与している者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

  る者。 

（５）県税を滞納している者でないこと。 

（６）消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 
 

５ 手続きに関する事項 

（１）質問等の受付 

本プロポーザルの実施要領に関し質問がある場合は、質問書（様式第１号）に

記入し、以下により提出すること。 

ア 受付期間 

令和８年３月３日（火）午後３時まで（必着） 

イ 提出方法 

広報課（kouho@pref.fukushima.lg.jp）へ電子メール（件名：質問書（「チャ

レンジふくしまフォーラム in 愛知」開催業務））により提出すること。電子

メールの送信後は送信した旨を電話連絡し、着信確認を行うこと。なお、電話
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による質問は受け付けない。 

ウ 回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのある 

ものを除き、令和８年３月５日（木）までに、福島県総務部総務課のホームペ

ージ（入札情報）に掲載する。なお、個別の回答は行わない。 

（２）参加申込書の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、参加申込書（様式第２号）を以下に

より提出し、参加資格の確認を受けること。なお、この提出がない者の企画提案

は受け付けない。 

ア 提出期限 

  令和８年３月１０日（火）午後３時（必着） 

イ 提出方法 

広報課（kouho@pref.fukushima.lg.jp）へ電子メール（件名：参加申込書（「チ

ャレンジふくしまフォーラム in 愛知」開催業務））により提出すること。電子

メールの送信後は送信した旨を電話連絡し、着信確認を行うこと。 

ウ 参加資格の確認 

広報課において参加申込書の内容及び参加資格の確認を行い、その結果を令

和８年３月１１日（水）までに電子メールで通知する。 

（３）企画提案書等の提出 

プロポーザルに参加する意思のある者は、参加申込書（様式第２号）の提出を

行った上で、企画提案書等を以下により提出すること。 

ア 提出期限 

令和８年３月１８日（水）午後３時（必着） 

イ 提出方法 

広報課へ郵送又は持参 

※ 持参による提出の受付時間は、県庁開庁日の午前８時３０分から午後５

時１５分までとする。ただし、令和８年３月１８日（水）は午後３時まで

とする。 

※ 電子データによる提出は受け付けない。 

ウ 提出書類（各７部） 

（ア）企画提案書及び工程表（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ４判とする。） 

（イ）事業経費積算書（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ４判とする。） 

（ウ）その他企画提案を説明するのに必要な書類 

（エ）会社概要（様式第３号） 

エ 提出上の注意事項 

（ア） 質問書及び参加表明書以外の提出書類について、電子媒体による提出は受

け付けない。 

（イ） 企画提案書は１社１案とする。 

（ウ）提出書類の作成及び提出に要する経費はすべて提案者の負担とする。 
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（エ）参加申込書の提出をもって、本実施要領の内容を承諾したものとみなす。 

（４）失格に関すること 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

・ 本実施要領に示す条件に違反した場合。 

・ 虚偽の内容が記載されている場合。 

・ 同一の者が２つ以上の提案書を提出した場合。 

・ 契約までの間に、企画提案書で提示した業務実施体制に記載した担当者

が本業務に携わることが困難になった場合。ただし、病気、事故等、やむ

を得ない事情があり、かつ同等の業務実施体制を構築できると認められる

場合は除く。 

・ その他、あらかじめ県が指示した事項に違反した場合。 

（５）辞退の方法 

参加申込書（様式第２号）を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）

を提出すること。 

 

６ プロポーザルの審査に関する事項 

（１）審査方法 

    公募型プロポーザルによる各団体等からの提案を受け、福島県が設置する「プ  

ロポーザル審査委員会」により書面審査で評価し、業務委託予定者（単独随意契 

約の予定者）を選定する。 

（２）評価基準 

審査項目 配点 評価基準 

（企画力） 

会場・テーマ 

２０点 ・開催地・会場（立地、規模感等）の選定 

等は適切か 

・開催時期、開催エリアに即したテーマを 

設定しているか 

（企画力） 

企画力・集客力 

４０点 ・出演者等を含めた講演会の内容等が目的・

テーマと合致しているか 

・交流会の内容や提供する飲食物等は目的・

テーマと合致しているか 

・集客力のある企画となっているか 

・その他、魅力ある自由提案があるか 

（体制・能力） 

実施体制、目的達成・

目標到達の妥当性 

２０点 ・業務を実施する上で、十分な体制となっ

ているか 

・対象顧客へのアタックリストが想定され

ており、参加申込の受付方法は適当か 

（体制・能力） 

広告・発信等 

１５点 ・事前告知や開催結果の発信等は、効果的

な内容となっているか 

（体制・能力） 

事業費 

 ５点 ・事業費細目の積算は妥当か 
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（３）結果の通知 

審査結果は、プロポーザル審査参加者全員に通知するとともに、福島県総務部 

総務課のホームページ（入札情報）に掲載する。 

 

７ 契約等に関する事項 

（１）業務変更・中止 

本業務は、令和８年度当初予算により執行するものであることから、今後の福     

島県議会での審議及び交付金の交付決定等により変更・中止となる場合がある。 

なお、このことに伴い、本プロポーザル参加者又は業務委託予定者に損害が生じ 

ても、その損害について県は一切負担しない。 

（２）業務仕様書 

業務仕様書は、業務委託予定者の企画提案書を反映するが、本業務の目的達成

のために必要と認められる場合には、県と業務委託予定者との協議により、提案

内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがある。 

この場合において、委託契約候補者との協議が整わなかった場合は、審査結果

が次点の者を業務委託予定者とする。 

（３）契約の締結 

福島県財務規則（昭和３９年福島県規則第１７号）に定める随意契約の手続に

基づき、業務委託予定者より見積書を徴取し、予定価格の範囲内であれば契約を

締結する。 

（４）契約保証金について 

業務委託予定者は、契約保証金として契約額の１００分の５以上の額を、契約

締結前に納付しなければならない。ただし、福島県財務規則第２２９条各号に該

当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

（５）契約に関する条件等 

受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできな

い。業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に県と協議して了承を得ること。 

また、企画提案書に基づく委託業務を履行できなかった場合において、再度の

履行が困難又は合理的でないときは、県は契約相手方に対し契約金額の減額、損

害賠償の請求、契約の解除、違約金の請求を行うことが出来る。 

（６）関係書類の整備 

受託者は委託業務に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理するとと

もに、会計関係帳簿等の本業務に係る書類を一定期間保存すること。 

 

８ 問合せ先及び関係書類の提出先  

福島県総務部広報課 担当：藤井 

電 話：０２４（５２１）７１２４  

ＦＡＸ：０２４（５２１）７９０１ 

     メール：kouho@pref.fukushima.lg.jp 


